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市議案第８号 

   令和８年度豊中市一般会計予算 

 令和８年度豊中市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 206,946,719 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることがで 

 きる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」に 

 よる。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 

 高額は、25,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

 

 

 令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

税 27,231,71

歳

1

3 軽 自 動

 

車 税 372,008

出

4 市 た ば こ 税

 

2,900,000

予

5 入 湯 税 78

 

0

6 事 業 所

算

税 1,010,965

　

7 都 市 計 画

　

税 6,364,624

１

歳

2 地 方 譲 与

　

税 2,166,000

入

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 122,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 480,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 44,000

4 航 空 機 燃 料 譲 与 税 1,520

 

,000

3 利 子 割 交 付 金 400,000

1 利

款

子 割 交 付 金 400,0

項

00

4 配 当

金

割 交 付 金 1,600,

　

000

1 配

　

当 割 交 付 金 1,600

　

,000

5

　

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

表

額

金 1,400,000

　

1 株 式 等 譲

 

渡 所 得 割 交 付 金 1,4

(

00,000

単

6 法 人 事 業 税 交 付 金

位

1,300,000

 

1 法 人 事 業 税

 

交 付 金 1,300,0

 

00

7 地 方

 

消 費 税 交 付 金 12,2

　

千

00,000

円

1 地 方 消 費 税 交 付 金

)

12,200,000

8 環 境 性 能 割 交 付 金 3,000

1 環 境 性 能 割 交 付 金 3,000

1 市

　

税 78,071,91

歳

5

1 市 民 税

 

40,191,827

入

2 固 定 資 産
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款

方税減収補填特別交付

項

金

10 地 方

金

交 付 税 15,344,

　

000

1 地

　

方 交 付 税 15,344

　

,000

1

　

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交

額

付 金 40,000

　

1 交 通 安 全 対 策

 

特 別 交 付 金 40,00

(

0

12 分 担

単

金 及 び 負 担 金 1,46

位

4,055

 

1 負 担 金 1,464,

 

055

13

 

使 用 料 及 び 手 数 料 2,

 

191,248

千

1 使 用 料 1,87

円

0,898

)

2 手 数 料 320,350

14 国 庫 支 出 金 51,616,337

1 国 庫 負 担 金 43,869,029

2

9

国 庫 補 助 金 7,655

地

,094

3

方

国 庫 委 託 金 92,21

特

4

15 府 支

例

出 金 18,250,7

交

01

1 府 負

付

担 金 12,563,5

金

65

2 府 補

5

助 金 4,925,01

4

2

3 府 委 託

8

金 762,124

,

16 財 産 収 入 5

0

59,691

0

1 財 産 運 用 収 入 38

0

3,883

2 財 産 売 払 収 入 175,808

17 寄 附 金 1,064,281

1 地 方 特 例 交 付 金 543,000

2 新型コロナウイルス感染症対 5,000

策地
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款

791,847

項

19 繰 越 金 1

金

1 繰 越 金 1

　

20 諸 収 入 2,

　

647,836

　

1 延 滞 金 、 加 算 金

　

及 び 過 料 50,016

額

2 市 預 金 利

　

子 5,063

 

3 貸 付 金 元 利 収 入 3

(

0,646

単

4 受 託 事 業 収 入 26,

位

587

5 収

 

益 事 業 収 入 477,6

 

01

6 雑 入

 

2,057,923

 

21 市 債 7,

千

028,300

円

1 市 債 7,028

)

,300

歳 入 合 計 206,946,719

　　歳　出

款 項 金　　　　額

　 (単位    千円)

1

1 議 会 費 67

寄

1,372

附

1 議 会 費 671,37

金

2

2 総 務 費

1

19,654,114

,

1 総 務 管 理

0

費 16,435,64

6

0

2 徴 税 費

4

1,799,194

,

3 戸 籍 住 民 基

2

本 台 帳 費 924,81

8

7

1

18 繰 入 金 9,051,354

1 特 別 会 計 繰 入 金 259,507

2 基 金 繰 入 金 8,
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款

1 社 会 福 祉

項

費 25,988,03

金

3

2 児 童 福

　

祉 費 51,206,0

　

97

3 生 活

　

保 護 費 20,674,

　

972

4 災

額

害 救 助 費 1,316

　

5 国 民 年 金 費

 

87,025

(

6 国 民 健 康 保 険 事 業

単

費 3,427,956

位

7 介 護 保 険

 

事 業 費 7,202,5

 

33

8 後 期

 

高 齢 者 医 療 事 業 費 6,

 

802,971

千

4 衛 生 費 14,3

円

97,374

)

1 保 健 衛 生 費 9,258,023

2 清 掃 費 5,139,351

5 労 働 費 274,847

1 労 働 諸 費

4

274,847

選

6 農 林 水 産 業 費 6

挙

2,644

費

1 農 業 費 62,644

3

7 商 工 費 7

4

18,452

4

1 商 工 費 718,4

,

52

8 土 木

6

費 14,138,59

9

0

1 土 木 管

1

理 費 264,129

2 建 築 管 理 費 507,535

3 道 路 橋 梁 費 4,975,867

5 統 計 調 査 費 65,561

6 監 査 委 員 費 84,211

3 民 生 費 115,390,903

8



款

707

9 消

項

防 費 5,537,90

金

3

1 消 防 費

　

5,537,903

　

10 教 育 費 2

　

4,374,382

　

1 教 育 総 務 費

額

4,353,976

　

2 小 学 校 費 1

 

0,495,819

(

3 中 学 校 費 5

単

,339,152

位

4 社 会 教 育 費 4

 

,185,435

 

11 公 債 費 10

 

,767,201

 

1 公 債 費 10,

千

767,201

円

12 諸 支 出 金 90

)

8,937

1 財 政 調 整 基 金 積 立 金 876,538

2 減 債 基 金 積 立 金 32,399

13 予 備 費 50,0

4

00

1 予 備

水

費 50,000

利

歳 出 合 計 206,

費

946,719

436,476

5 下 水 道 費 3,325,045

6 都 市 計 画 費 2,776,831

7 住 宅 費 1,852,
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第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　　間

豊中市私立高等学校入学支度金貸付に対する損
失補償

令和8年度～令和13年度

生活保護システム標準化業務 令和8年度～令和9年度

豊島温水プール整備事業 令和9年度

ダンプ車賃貸借 令和8年度～令和9年度

軽ダンプ車賃貸借 令和8年度～令和9年度

プレス車賃貸借 令和8年度～令和10年度

第５次一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 令和9年度

障害福祉センター施設整備事業 令和9年度

介護のDX機器等導入支援補助金交付業務 令和8年度～令和9年度

私立認定こども園等整備事業（服部こども園民
間移管）

令和8年度～令和10年度

私立認定こども園等整備事業（小曽根こども園
民間移管）

令和8年度～令和11年度

公立こども園照明設備LED化業務 令和9年度～令和13年度

児童育成支援拠点事業運営業務 令和9年度～令和11年度

生成AI子育て相談チャットボット運営業務 令和9年度

小1ポイント支給に関する事務委託業務 令和9年度～令和10年度

すこやかプラザ１階照明設備LED化業務 令和9年度～令和18年度

児童発達支援センター施設整備事業 令和9年度

市営住宅整備事業 令和9年度

神崎川駅周辺地区整備事業（事業化検討調査） 令和9年度

曽根島江線整備事業 令和9年度

13,000千円

12,500千円

5,300千円

3,500千円

8,000千円

135,700千円

358,700千円

120,000千円

477,900千円

631,300千円

78,800千円

54,000千円

3,500千円

900千円

10,400千円

1,900千円

130,400千円

限　　度　　額

         10,000千円

北おおさか信用金庫が豊中市私立
高等学校入学支度金の貸付を行っ
たことにより損失を生じたとき
は、上記金額の範囲内でその損失
を補償することができる

119,500千円

849,000千円
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事　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

道路橋梁新設改良事業（北新田橋整備事業） 令和9年度

道路橋梁新設改良事業（菰江交差点改良事業） 令和9年度

横断歩道橋長寿命化事業（改修工事） 令和9年度

指定金融機関業務 令和9年度

大池分団屯所改築事業 令和9年度

校舎・体育館LED化業務（小学校） 令和8年度～令和18年度

校舎・体育館LED化業務（中学校） 令和8年度～令和18年度

給食室配膳室改修事業（小学校施設整備費） 令和9年度

校舎外壁改修事業 令和9年度

水泳授業支援業務 令和8年度～令和13年度

放課後こどもクラブ運営委託業務 令和9年度～令和11年度

選挙準備業務 令和8年度～令和9年度

341,500千円

175,100千円

681,300千円

292,200千円

30,900千円

100,300千円

102,000千円

163,400千円

22,400千円

6,500千円

30,400千円

346,000千円
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第 ３ 表   地 方 債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

防災設備整備事業 

 

千円 

 

２２，６００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

５．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換えする

ことができるものとし、借入

先の融通条件があるとき

はこれに従うことができ

る。 

 

 

体 育 施 設 

整 備 事 業 

 

４５０，５００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

空 港 周 辺 地 域 

整 備 事 業 

 

２４７，２００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

公 園 整 備 事 業 

 

１６４，２００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

一 般 管 理 事 業 

 

４０，３００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

賦 課 徴 収 事 業 

 

５５，２００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

水 道 事 業 

 

１３７，４００ 同 上 ５．０ ３０ ５ 同 上 同    上 

 

下 水 道 事 業 

 

７，０００ 同 上 ５．０ ３０ ５ 同 上 同    上 

 

人 権 平 和 

セ ン タ ー 事 業 

 

１６，９００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

障害福祉センター 

施 設 整 備 事 業 

 

７８，２００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

保健所整備事業 

 

９３，７００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

公立こども園事業 

 

８，８００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

児 童 発 達 支 援 

センター整備事業 

 

８１，４００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

住 宅 管 理 事 業 

千円 

 

１，７００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

５．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換えする

ことができるものとし、借入

先の融通条件があるとき

はこれに従うことができ

る。 

 

 

住 宅 整 備 事 業 

 

７２２，９００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

都市再開発事業 

 

２７，５００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

交 通 安 全 施 設 

整 備 事 業 

 

８２９，５００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

街 路 事 業 

 

１０２，８００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

道 路 橋 梁 

新 設 改 良 事 業 

 

３２４，７００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

道 路 舗 装 事 業 

 

１０８，１００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

会 計 管 理 事 業 

 

６，１００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

消 防 施 設 

整 備 事 業 

 

３６４，３００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

学校給食センター 

整 備 事 業 

 

３３，９００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

小学校管理事業 

 

１，５７０，６００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

小 学 校 施 設 

整 備 事 業 

 

５３３，９００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

中学校管理事業 

 

７８３，８００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 
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起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

中 学 校 施 設 

整 備 事 業 

 

千円 

 

１７６，６００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

５．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換えする

ことができるものとし、借入

先の融通条件があるとき

はこれに従うことができ

る。 

 

 

史 跡 環 境 

整 備 事 業 

 

３８，５００ 同 上 ５．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

計 

 

７，０２８，３００ 
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令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市国民健康保険事業特別会計予算書 
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市議案第９号 

   令和８年度豊中市国民健康保険事業特別会計予算 

 令和８年度豊中市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 36,980,686 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 

 高額は、2,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款 

  内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 

16



第  

2 使 用 料 及 び 手 数

歳

料 41

1 手

 

数 料 41

3

出

国 庫 支 出 金 10,00

 

0

1 国 庫 補

予

助 金 10,000

 

4 府 支 出 金 25

算

,889,714

　

1 府 補 助 金 25

　

,889,714

１

歳

5 繰 入 金 3,4

　

27,956

入

1 繰 入 金 3,427,956

6 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

7 諸 収 入 29,684

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 8,002

2 預 金 利

 

子 1

3 雑 入 21,681

歳 入 合 計 36,98

款

0,686

　　歳　出

項 金

款 項 金　　　　額

　 

　

(単位    千円)

　

1 総 務 費 8

　

63,308

　

1 総 務 管 理 費 825

表

額

,921

2

　

徴 収 費 37,078

 

3 運 営 協 議 会

(

費 309

2

単

保 険 給 付 費 25,21

位

8,812

    

　

千円)

1 国

　

民 健 康 保 険 料 7,62

歳

3,290

 

1 国 民 健 康 保 険 料 7,

入

623,290

17



款

5 葬 祭 諸 費

項

19,850

金

6 医 療 給 付 費 69,

　

035

7 傷

　

病 手 当 金 89

　

3 国民健康保険事業

　

費納付金 10,496

額

,649

1

　

医 療 給 付 費 分 7,11

 

1,420

(

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等

単

分 2,317,510

位

3 介 護 納 付

 

金 分 855,349

 

4 子ども・子

 

育て支援納付金分 21

 

2,370

千

4 保 健 事 業 費 335,

円

756

1 保

)

健 事 業 費 123,810

2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 211,946

5 公 債 費 1

1 公 債 費 1

6

1

諸 支 出 金 66,160

療

1 償 還 金 及

養

び 還 付 加 算 金 66,1

諸

60

歳 出 合

費

計 36,980,68

2

6

1,512,149

2 高 額 療 養 費 3,502,620

3 移 送 費 20

4 出 産 育 児 諸 費 115,049

18



 

 

 

令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算書 
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市議案第１０号 

   令和８年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 令和８年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,871,658 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

461

2 使

歳

用 料 及 び 手 数 料 6

 

1 手 数 料 6

出

3 繰 入 金 1,7

 

04,647

予

1 繰 入 金 1,704

 

,647

4

算

繰 越 金 336,070

　

1 繰 越 金 3

　

36,070

１

歳

5 諸 収 入 7,474

　

1 延 滞 金 、

入

加 算 金 及 び 過 料 450

2 預 金 利 子 1

3 雑 入 7,023

歳 入 合 計 9,871,658

　　歳　出

款 項 金　　　　額

　 (単位

 

    千円)

1 総 務 費 171,720

1 総

款

務 管 理 費 170,62

項

9

2 徴 収 費

金

1,091

　

2 後 期 高 齢 者 医 療 9,

　

684,239

　

広 域 連 合 納 付 金

　

1 後 期 高 齢 者 医

表

額

療 9,684,239

　

広 域 連 合 納 付

 

金

3 諸 支 出

(

金 15,699

単

1 償 還 金 及 び 還 付

位

加 算 金 15,699

 

歳 出 合 計 9,

 

871,658

  

　

千円)

1 後

　

期 高 齢 者 医 療 保 険 料 7

歳

,823,461

 

1 後 期 高 齢 者 医

入

療 保 険 料 7,823,

21



 

 

 

令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市介護保険事業特別会計予算書 
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市議案第１１号 

   令和８年度豊中市介護保険事業特別会計予算 

 令和８年度豊中市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 46,616,161 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款 

  内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

及 び 手 数 料 2,828

歳

1 手 数 料 2

 

,828

3

出

国 庫 支 出 金 11,44

 

0,126

予

1 国 庫 負 担 金 8,31

 

7,179

算

2 国 庫 補 助 金 3,12

　

2,947

　

4 支 払 基 金 交 付 金 12

１

歳

,229,757

　

1 支 払 基 金 交 付

入

金 12,229,757

5 府 支 出 金 6,096,623

1 府 負 担 金 5,877,109

2 府 補 助 金 219,514

6 財 産 収 入 13,3

 

42

1 財 産 運 用 収 入 13,342

7 繰 入 金 7

款

,777,013

項

1 一 般 会 計 繰 入

金

金 7,202,533

　

2 基 金 繰 入

　

金 574,480

　

8 繰 越 金 1

　

1 繰 越 金 1

表

額

9 諸 収 入 2,8

　

74

1 延 滞

 

金 、 加 算 金 及 び 過 料 5

(

01

2 預 金

単

利 子 1

3 雑

位

入 2,372

 

歳 入 合 計 46,61

 

6,161

  

　

千円)

1 保

　

険 料 9,053,59

歳

7

1 介 護 保

 

険 料 9,053,59

入

7

2 使 用 料

24



　　

384,137

4 趣 旨 普 及 費 808

2 保 険 給 付 費 43,674,752

1 介 護

款

サ ー ビ ス 等 諸 費 40,

項

297,549

金

2 介 護 予 防 サ ー ビ

　

ス 等 諸 費 1,300,

　

751

3 そ

歳

　

の 他 諸 費 39,285

　

4 高 額 介 護

額

サ ー ビ ス 等 費 1,34

　

3,354

 

5 特定入所者介護サー

(

ビス等費 529,54

単

6

6 高 額 医

位

療 合 算 介 護 164,2

 

67

サ ー ビ ス

 

等 費

3 地 域

　  

支 援 事 業 費 1,646

 

,743

1

千

包括的支援事業・任意

円

事業費 203,248

)

2 介護予防・生活支援サービス 1,418,533

事 業 費

3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 24,962

出

1

4 基 金 積 立 金 13,

総

342

1 基

務

金 積 立 金 13,342

費

5 諸 支 出 金

1

229,219

,

1 償 還 金 及 び 還 付

0

加 算 金 17,863

5

2 繰 出 金 21

2

1,356

,

歳 出 合 計 46,616

1

,161

05

1 総 務 管 理 費 612,703

2 徴 収 費 54,457

3 介 護 認 定 審 査 会 費

25



 

 

 

令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算書 
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市議案第１２号 

   令和８年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 令和８年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 50,583 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 

27



第  

金 18,493

歳

3 諸 収 入 31,4

 

22

1 貸 付

出

金 元 利 収 入 31,41

 

8

2 雑 入 4

予

歳 入 合 計 5

 

0,583

　　歳　出

算

　

款 項 金　　　　額

　 

　

(単位    千円)

１

歳

1 母 子 父 子

　

寡 婦 福 祉 資 金 24,9

入

29

貸 付 事 業 費 1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 24,929

貸 付 事 業 費

2 公 債 費 17,604

1 公 債 費 17,604

3 諸 支

 

出 金 8,050

1 繰 出 金 8,050

歳 出 合 計

款

50,583

項 金　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 繰

　

入 金 668

歳

1 繰 入 金 668

 

2 繰 越 金 18,4

入

93

1 繰 越

28



 

 

 

令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算書 
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市議案第１３号 

   令和８年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 令和８年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 378,647 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」に 

 よる。 

 

 

 令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

646

1 繰

歳

入 金 55,223

 

2 基 金 繰 入 金 1

出

95,423

 

3 市 債 87,900

予

1 市 債 87

 

,900

歳

算

入 合 計 378,647

　

　　歳　出

　

款 項 金　　

１

歳

　　額

　 (単位  

　

  千円)

入

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 90,100

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 90,100

2 公 債 費 223,762

1 公 債 費 223,762

3 諸 支 出 金 6

 

4,785

1 繰 出 金 40,101

2 減 債 基 金

款

積 立 金 24,684

項

歳 出 合 計 37

金

8,647

　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 財

　

産 収 入 40,101

歳

1 財 産 売 払 収

 

入 40,101

入

2 繰 入 金 250,

31



第 ２ 表   地 方 債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

公 共 用 地 

先 行 取 得 事 業 

 

千円 

 

８７，９００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

５．０ 

年以内 

 

 １０ 

年以内 

 

 １０ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換えす

ることができるものとし、借

入先の融通条件があると

きはこれに従うことができ

る。 
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令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市財産区特別会計予算書 
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市議案第１４号 

   令和８年度豊中市財産区特別会計予算 

 令和８年度豊中市財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 287,691 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

46

1 財 産

歳

運 用 収 入 36,922

 

2 財 産 売 払

出

収 入 10,324

 

3 繰 入 金 232

予

,554

1

 

繰 入 金 232,554

算

4 諸 収 入 3

　

91

1 雑 入

　

391

歳 入

１

歳

合 計 287,691

　

　

　歳　出

入

款 項 金　　　　額

　 (単位    千円)

1 財 産 費 287,691

1 財 産 費 287,691

歳 出 合 計 287,691

 

款 項 金　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 使

　

用 料 及 び 手 数 料 7,5

歳

00

1 使 用

 

料 7,500

入

2 財 産 収 入 47,2
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令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市病院事業会計予算書 
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市議案第１５号 

令和８年度豊中市病院事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和８年度豊中市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）病 床 数           ５６３床 

    イ、一 般 病 床          ５４９床 

    ロ、感染症病床      １４床 

  （２）患 者 数        ４７３，６４３人 

    イ、入 院 患 者       １９０，０３０人（１日平均   520 人） 

    ロ、外 来 患 者       ２８３，６１３人（１日平均 1,162 人） 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

              収    入 

第１款 病院事業収益        ２５，９０６，５７３千円 

  第１項 医 業 収 益             ２３，１３７，５５６千円 

  第２項 医 業 外 収 益              ２，７６９，０１７千円 

 

              支    出 

第１款 病院事業費用        ２５，９０３，８１０千円 

  第１項 医 業 費 用             ２５，５８３，６７５千円 

  第２項 医 業 外 費 用                ３１９，１３５千円 

  第３項 予 備 費                  １，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が 

資本的支出額に対し不足する額３０８，０４６千円は、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額７９，９５８千円及び過年度分損益勘定留保資金２

２８，０８８千円で補てんするものとする。 
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              収    入 

 第１款 資 本 的 収 入               ２，８６７，６３０千円 

  第１項 企 業 債        ７３７，０００千円 

第２項 他 会 計 負 担 金       １，１１２，５１０千円 

第３項 寄 附 金          ３，０００千円 

第４項 基 金 取 崩 金          １５，０００千円 

第５項 基 金 収 入             １２０千円 

第６項 有価証券償還金       １，０００，０００千円 

 

              支    出 

 

 第１款 資 本 的 支 出               ３，１７５，６７６千円 

  第１項 建 設 改 良 費                ８７９，５３６千円 

第２項 投 資        ３０３，１２０千円 

  第３項 企 業 債 償 還 金       １，９９３，０２０千円 

 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起 債 

の 

目 的 

限度額 

起 債 

の 

方 法 

利率 

償  還  の  方  法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

施設改良事業 

 

 

 

 

千円 

 

67,000 

 

 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

%以内 

 

5.0 

 

 

年以内 

 

15 

 

 

年以内 

 

3 

 

 

 

 

年賦又は半年

賦、元金均等

又 は 元 利 均

等、その他 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限を短縮し、も

し く は 繰 上 償

還 又 は 低 利 に

借 換 え す る こ

と が で き る も

のとし、借入先

の 融 通 条 件 が

あ る と き は こ

れ に 従 う こ と

ができる。 

 

院用備品購入

（医療機器等） 

 

670,000 

 

 

 

同上 

 

5.0 

 

5 

 

なし 

 

同上 

 

同上 
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（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお 

りと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費 

  用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額 

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議 

決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費               １２，０１３，３１１千円 

（２）交 際 費                      １００千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 病院事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額 

は、６２４，７２７千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は４，９４３，０００千円と定める。 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種  類 名      称 数 量 

医療機器 手術ナビゲーションシステム 1 

医療機器 フライトタイプコンベア食器洗浄機 １ 

医療機器 内視鏡カメラ光源システム １ 

 

令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

豊中市長  長 内 繁 樹 
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令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市水道事業会計予算書 
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市議案第１６号 

令和８年度豊中市水道事業会計予算 

 

（総  則） 

第１条  令和８年度豊中市水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数                                １８２，７６８ 戸 

（２）年 間 総 給 水 量                         ４１，９０５，７４６ ｍ３ 

（３）一 日 平 均 給 水 量                                １１４，８１０ ｍ３ 

（４）主要な建設改良事業 

        配水管増補改良事業                 ２，５７４，９６２千円 

        施 設 整 備 事 業                   ７１１，２４８ 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収                 入 

 

  第１款  水道事業収益                              ９，０２３，９７８千円 

    第１項  営 業 収 益                            ８，７０５，８２２千円 

    第２項  営 業 外 収 益                                ３１８，１５６千円 

 

支                 出 

 

  第１款  水道事業費用                               ８，４７４，０７２千円 

    第１項  営 業 費 用                            ８，０６８，３６１千円 

    第２項  営 業 外 費 用                               ４０４，７１１千円 

   第３項  予 備 費                                    １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額２，０２０，３５０千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８９，２３４千円、当年

度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 １ ， ６ ５ ７ ， ３ ２ ０ 千 円 、 減 債 積 立 金 

７３，７９６千円で補てんするものとする。）。 

 

収                 入 

 

  第１款  資 本 的 収 入                        ２，９５０，５９６千円 

    第１項  企    業    債                            ２，６６７，８８０千円 

  第２項  他 会 計 負 担 金                    １８８，５５５千円 

  第３項 国 庫 補 助 金             ８３，９３０千円 

    第４項 固定資産売却代金                     １０，２３１千円 

 

支                 出 

 

第１款 資 本 的 支 出                        ４，９７０，９４６千円 

    第１項  建 設 改 良 費                           ３，３６２，１５２千円 

    第２項  企 業 債 償 還 金                            １，６０８，７９４千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

とおりと定める。 

 

事    項 期    間 限 度 額       

配水管増補改良事業 
（境界標復元測量委託） 

令和 9 年度 8,400 千円 

水道施設整備計画策定業務 令和 8 年度～令和 9 年度 28,000 千円 

 

 

（企業債） 

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の
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とおりと定める。 

 

起  債 

の 

目  的 

限度額 

起  債 

の 

方  法 
利率 

償      還      の      方      法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

配水管増補

改 良 事 業 

   千円 

 

2,023,000 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

％以内 

 

5.0 

  年以内 

 

    40 

年以内 

 

   5 

 

 

年賦又は半

年賦、元金

均等又は元

利均等、そ

の他 

 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限 を 短 縮 し 、

も し く は 繰 上

償 還 又 は 低 利

に 借 換 え す る

こ と が で き る

も の と し 、 借

入 先 の 融 通 条

件 が あ る と き

は こ れ に 従 う

こ と が で き

る。 

 

施 設 整 備 

事 業 

   

636,680 

 

同上 

 

5.0 

 

   40 

 

   5 

 

同上 

 

同上 

 

庁 舎 改 良 

事 業 

   

8,200 

 

同上 

 

5.0 

 

   40 

 

   5 

 

同上 

 

同上 

 

（一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営

業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条  次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経

費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の

議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                           １，５３３，１５５千円 

（２）交  際  費                                         ５０千円 
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（他会計からの補助金） 

第１０条  水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受

ける金額は、２２４，７２２千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条  たな卸資産の購入限度額は、９５，０００千円と定める。 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                    豊中市長  長 内 繁 樹 
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令和８年度 
（2026 年度） 

 
 

豊中市公共下水道事業会計予算書 
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市議案第１７号 

令和８年度豊中市公共下水道事業会計予算 

 

（総  則） 

第１条  令和８年度豊中市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理可能区域戸数                １８２，７６２戸 

（２）年 間 総 処 理 水 量            ６７，１７４，６５６㎥ 

（３）一日平均処理水量                       １８４，０４０㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

        管 渠 築 造 事 業           ４，６４６，８２１千円 

        庄内終末処理場建設事業                ９８３，１１６千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収                 入 

 

  第１款  下水道事業収益                          １７，１４４，６５７千円 

    第１項  営 業 収 益                          １４，５８６，６７１千円 

    第２項  営 業 外 収 益                            ２，５５７，９８６千円 

 

支                 出 

 

  第１款  下水道事業費用                           １６，６１１，６５６千円 

    第１項  営 業 費 用                          １６，２５０，０９８千円 

    第２項  営 業 外 費 用                              ３６０，５５８千円 

    第３項  予 備 費                                    １，０００千円 

 

 

46



（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額３，１９６，７６９千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５１６，６７７千円、当年

度分損益勘定留保資金２，３２５，９９４千円、繰越利益剰余金処分額

３５４，０９８千円で補てんするものとする。）。 

 

収                 入 

 

  第１款  資 本 的 収 入                        ４，５７２，８７８千円 

    第１項  企 業 債                    ２，７２６，２００千円 

    第２項  国 庫 補 助 金                    １，７４７，２１５千円 

    第３項 他 会 計 負 担 金              ７７，６２２千円 

  第４項 工 事 負 担 金              ２１，６０１千円 

  第５項 受 益 者 負 担 金                 １８０千円 

  第６項 返 還 金                  ６０千円 

 

支                 出 

 

  第１款  資 本 的 支 出                        ７，７６９，６４７千円 

第１項 建 設 改 良 費                    ５，９１２，６７４千円 

第２項 貸 付 金                           １９５千円 

第３項 企 業 債 償 還 金                    １，８５６，７７８千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

とおりと定める。 

 

事    項 期    間 限 度 額       

管渠築造事業 
（境界標復元測量委託）  

令和 8 年度～令和 9 年度 11,300 千円 
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管渠築造事業 
（桜井谷ポンプ場監視制御設備更新工事等） 

令和 9 年度 679,000 千円 

庄内終末処理場建設事業 
（2 系雨水ポンプ電気設備工事） 

令和 8 年度～令和 9 年度 79,000 千円 

庄内終末処理場建設事業 
（水処理施設表面保護工事等） 

令和 9 年度 927,000 千円 

庄内終末処理場建設事業 
（自家発電設備更新工事） 

令和 9 年度～令和 10 年度 1,670,000 千円 

流域下水道終末処理場 

建設受託事業 
（3 系送風機棟外耐震補強工事等） 

令和 9 年度 1,520,000 千円 

流域下水道終末処理場 

建設受託事業 
（1・2 系自家発電設備更新工事等） 

令和 9 年度～令和 10 年度 2,150,000 千円 

流域下水道終末処理場 

受託管理業務 
（3 系 B-焼却設備点検整備業務等） 

令和 8 年度～令和 9 年度 243,000 千円 

 

（企業債） 

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

 

起  債 

の 

目  的 

限度額 

起  債 

の 

方  法 
利率 

償      還      の      方      法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

管渠築造事

業及び庄内

終末処理場

建設事業 

   千円 

 

2,541,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

％以内 

 

5.0 

  年以内 

 

    40 

 

 

 

 

 

 

年以内 

 

   5 

 

 

年賦又は半

年賦、元金

均等又は元

利均等、そ

の他 

 

 

 

財政の都合により据

置期間および償還期

限を短縮し、もしく

は繰上償還又は低利

に借換えすることが

できるものとし、借

入先の融通条件があ

るときはこれに従う

ことができる。 

 

流域下水道

建設負担金 

   

176,500 

 

 

同上 

 

 

5.0 

 

 

    40 

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

同上 
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庁 舎 改 良 

事 業 

   

8,200 

 

同上 

 

5.0 

 

   40 

 

   5 

 

同上 

 

同上 

 

（一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、1，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営

業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条  次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経

費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の

議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                            １，４１５，６１６千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条  公共下水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補

助を受ける金額は、３，３２５，０４５千円である。 

 

（利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越利益剰余金のうち３５４，０９８千円は、次のとおり処分

するものと定める。 

（１）減債積立金                ３５４，０９８千円 

 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                             豊中市長  長 内 繁 樹 
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